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→第８期（前期）計画の期間：令和６(2024)年度から令和８(2026)年度の３年間

※ ○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
（悪性腫瘍手術の前後の外来など）
○高額等の医療機器・設備を必要とする外来
（外来化学療法、外来放射線治療など）
○特定の領域に特化した機能を有する外来
（紹介患者に対する外来など）

※



3 3

厚生労働省資料

外来医師多数区域
→宇都宮医療圏のみ



二次医療圏 外来医師偏在指標 全国順位 外来医師多数区域
宇都宮 109.6 104 ○
県東 107.3 116
県南 99.5 170
県西 98.3 179
両毛 92.6 220
県北 80.7 283

（参考）
全国 122.2 －
栃木県 98.8 37

区中央部（東京都） 270.1 １ ○

…

中河内（大阪府） 107.7 112 ○
高梁・新見（岡山県） 107.7 113

…

南檜山（北海道） 51.2 335

外来医師偏在指標（R5.8.8時点）

4※他県の状況（外来医師多数区域／二次医療圏数）
茨城県0/9 群馬県3/10 埼玉県2/10 千葉県0/9 東京都9/13 神奈川県5/9



全体構成（案）
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第１章 外来医療計画の基本的な事項
１ 計画策定の趣旨
２ 計画の期間

第２章 地域における外来医療機能の不足
・偏在等への対応

１ 外来医療機能の不足・偏在等の現状
２ 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
の設置

３ 外来医師偏在指標の考え方
４ 外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定
５ 地域で不足する外来医療機能の検討
６ 地域で不足する外来医療機能に係る目標の設定
７ 新規開業希望者等への対応及び地域医療構想
調整会議における協議プロセス等

第３章 医療機器の効率的な活用
１ 医療機器の配置状況に関する情報の可視化
２ 医療機器の配置状況等の現状
３ 医療機器の効率的な活用に係る協議の場の設置

４ 地域医療構想調整会議における協議内容及び医
療機器の共同利用の方針

５ 共同利用計画の記載事項と実行性を確保するた
めの取組

第４章 外来機能報告及び紹介受診重点医療機関
１ 外来機能報告による地域の外来医療の提供状況
の把握

２ 紹介受診重点医療機関の明確化

第５章 外来医療計画の評価及び周知
１ 計画の評価
２ 計画の周知



ガイドライン改正を踏まえた対応（案）
（1） 外来医師偏在指標を活用した取組①

１－２ 外来医療計画の全体像
追加・変更事項 必要な検討

外来医師多数区域*以外の区域において、又
は新規開業者以外の者に対しても、地域の実情
に応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求
めることができることとする。

*本県では宇都宮圏域のみ

▶

現在、外来医師多数区域においては、新規開
業希望者が届出様式を入手する際に届出様式
に項目を設ける等、協力を依頼している。
今後、外来医師多数区域以外及び新規開業
者以外に対してどのように協力を求めていくか検
討が必要。
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対応（案）

▶

外来医師多数区域以外の区域
新規開業者の届出様式に地域で不足する外来医療機能を担うことに合意す
る旨の記載欄を設け、地域医療構想調整会議において合意の状況を確認する。

新規開業者以外の者
郡市医師会等と連携し、地域で不足する外来医療機能を担うことについての
合意状況を把握するとともに、不足する機能への協力を呼びかけていく。



対応（案）

▶

各地域で不足する医療機能については地域医療構想調整会議で確認する。
（7期計画）
・ 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
・ 在宅医療の提供体制
・ 公衆衛生に係る医療提供体制
具体的な目標は地域医療構想調整会議の意見を踏まえ第3回部会で検討する。

ガイドライン改正を踏まえた対応（案）
（1） 外来医師偏在指標を活用した取組②

１－２ 外来医療計画の全体像
追加・変更事項 必要な検討

二次医療圏単位における外来医療機能につい
て 、全ての区域においてどのような機能が不足し
ているのか可能な限り分析を行い、その分析結果
についても外来医療計画において明示することと
する。さらに、地域に不足する医療機能について
具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進
捗評価に努めることとする。

▶

地域に不足する医療機能について改めて検討
するとともに、具体的な目標を定め、取組を行う
必要がある。
（検討に当たっては、現在の不足する医療機能
と関連する救急医療分野等との連携が必要。）
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１．夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
（掲載データ）
・ 休日夜間救患センター及び在宅当番医患者数
・ 初期救急の実施状況

２．在宅医療の提供体制
（掲載データ）
・ 人口10万人あたり訪問診療実施医療施設数
・ 人口10万人あたり訪問診療患者数延数
・ 訪問診療患者の対応割合
・ 人口10万人あたり往診実施医療施設数
・ 人口10万人あたり往診患者延数
・ 往診患者の対応割合

３．公衆衛生に係る医療提供体制
(掲載データ）
・ 学校医就任状況
・ 定期予防接種（子ども）協力医療機関

現行計画

地域で不足する医療機能



（令和5年４月現在）

休日（昼間） 休日（夜間） 平日（夜間）

計 １市 １市 １市 ５病院

栃木市（旧西方町）

計 ２市 ２市 ２市 ３病院

計 １市 １市 ３病院

真岡市
真岡市休日夜間急患診療所（急患セ
ンター）
９：００～１７：００（内・小）

益子町

茂木町

市貝町

芳賀町

計 １市４町 １市４町 １市４町 １病院

栃木

壬生町

計 １市１町 １市１町 １市１町 ２病院

※（　　）内の内：内科、小：小児科、外：外科、歯：歯科、他：その他の標榜科目である。

とちぎメディカルセンターしもつが
獨協医科大学病院

栃木県救命救急センター
（済生会宇都宮病院）

真岡市休日夜間急患診療所（急
患センター）
１８：００～２１：００（内・小）

芳賀赤十字病院

国立病院機構栃木医療センター

済生会宇都宮病院
地域医療機能推進機構うつのみや病院

宇都宮記念病院
国立病院機構宇都宮病院

救命救急センター

獨協医科大学病院救命
救急センター

今市病院
獨協医科大学
　　日光医療センター
日光市民病院

鹿沼地区休日夜間急患診療所
１９：００～２２：００（内・小）

栃木地区急患センター
１９：００～２２：００（内）
※小児科は診療可の場合もあり

日光市立休日急患こども診療所
１９：００～２２：００（小）

真岡市休日夜間急患診療所（急
患センター）
１８：３０～２１：３０（内・小）

栃木地区急患センター
１７：００～２１：００（内・小）
※小児科は１８：００～

宇都宮

日光

鹿沼地区休日夜間急患診療所
１０：００～１７：００（内・小）

鹿沼市

日光市

日光市立休日急患こども診療所
９：００～１６：３０（小）

鹿沼

宇都宮市

芳賀

　　　※４町は在宅当番医制併用
　　　　　９：００～１７：００（内・小）

栃木地区急患センター
９：００～１７：００（内・外）
※小児科は診療可の場合もあり
　
※壬生町は在宅当番医制併用
　９：００～１７：００（内・小・他）

栃木市

病院群輪番制病院
初期救急医療体制

鹿沼地区休日夜間急患診療所
１９：００～２１：００（内・小）
〔月・水・金〕

上都賀総合病院
御殿山病院
西方病院

市町村
救   急
医療圏

宇都宮市夜間休日救急診療所
９：００～１７：００（内・小・歯）

宇都宮市夜間休日救急診療所
１９：３０～翌朝７：００（内・小）
１９：３０～２４：００（歯）

宇都宮市夜間休日救急診療所
１９：３０～翌朝７：００（内・小）
１９：３０～２４：００（歯）
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地域で不足する医療機能
１．夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制（実施状況①）



（令和5年４月現在）

休日（昼間） 休日（夜間） 平日（夜間）

野木町

計 ２市２町 ２市２町 ２市２町 ５病院

大田原市

那須町

計 ２市１町 ２市１町 ２市１町 ４病院

矢板市

さくら市

塩谷町

高根沢町

計 ２市２町 ２市２町 ２病院

那須烏山市

那珂川町

計 １市１町 １病院

足利市

足利市休日夜間急患診療所
１０：００～１６：００（内・小）

足利市休日夜間急患診療所
※当面の間休診
年末年始（12/31～1/3）は
１９：００～２２：００

足利市休日夜間急患診療所
※当面の間休診

計 ２市 ２市 ２市 ２病院

※（　　）内の内：内科、小：小児科、外：外科、歯：歯科、他：その他の標榜科目である。

小山広域保健衛生組合小山地区
夜間休日急患診療所
１９：００～２２：００（内・小・外）
※外科は土のみ。

在宅当番医制（内・外・他）
１７：００～翌朝９：００

那須赤十字病院
菅間記念病院
那須中央病院
国際医療福祉大学病院

那須地区夜間急患診療所
１９：００～２１：３０（内・小）

那須地区夜間急患診療所
１９：００～２１：３０（内・小）

新小山市民病院
石橋総合病院
自治医科大学附属病院
小金井中央病院
光南病院

救命救急センター

自治医科大学附属病院
救命救急センター

那須赤十字病院救命救
急センター

佐野休日・夜間緊急診療所
１９：３０～２２：３０（内・小・外）

佐野休日・夜間緊急診療所
１９：３０～２２：３０（内・小）

小山広域保健衛生組合小山地区
夜間休日急患診療所
１８：００～２１：００（内・小・外）

在宅当番医制（内・外・他）
１７：００～翌朝９：００

那須南病院

足利赤十字病院
佐野厚生総合病院

黒須病院
国際医療福祉大学
塩谷病院

塩谷地区夜間診療室（しおや）
（内・小）
１８：３０～２１：0０
塩谷地区夜間診療室（くろす）
（内・小）
１８：３０～２１：0０
※しおや、くろすは日ごとに交代
で診療

足利赤十字病院救命救
急センター

那須塩原市

南那須

那須

佐野休日・夜間緊急診療所
９：００～１６：３０（内・小・外）

佐野市

在宅当番医制
９：００～最大１７：３０（内・外・他）
※地域により診療終了時間が異な
る。

在宅当番医制
９：００～１７：００（内・小・他）

在宅当番医制
９：００～１７：００（内・外・他）

両毛

塩谷

小山
小山市

下野市

上三川町

小山広域保健衛生組合小山地区夜
間休日急患診療所
１０：００～１７：００（内・小・外）

在宅当番医制（内・外・他）
９：００～１７：００

病院群輪番制病院
初期救急医療体制

市町村
救   急
医療圏
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地域で不足する医療機能
１．夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制（実施状況②）



(単位：人) （令和４年度）

休日夜間急患センター 休日夜間急患センター(対前年）

うち県外 うち県外

宇 都 宮 宇都宮市夜間休日救急診療所 438 11,910 5,086)(      322 0 3,897 1,550 132

鹿 沼 鹿沼地区休日夜間急患診療所 285 1,150 539)(        19 2 △ 211 △ 71 △ 5

日 光 日光市立休日急患こども診療所 134 624 624)(        24 △ 2 66 66 2

芳 賀 真岡市休日夜間急患診療所 437 3,553 1,331)(      166 136 2,067 328)(       0 624 246 79 64 49 △ 85

栃 木 栃木地区急患センター 437 5,260 1,617)(      83 1 2,044 773 8

南 那 須 - 71 1,618 353)(       0 640 82

塩谷地区夜間診療室（しおや） 20 33 11)(          2 0 2 △ 9

塩谷地区夜間診療室（くろす） 104 153 92)(          4 52 72 40

那 須  那須地区夜間急患診療所 365 1,019 550)(        37 146 6,889 2,436)(    0 △ 49 8 6 72 175 △ 15

小 山 小山地区夜間休日急患診療所 435 2,894 1,619)(      263 435 3,056 ( 268) 0 231 250 41 △ 1 △ 798 △ 45

佐野休日・夜間緊急診療所 435 8,502 3,347)(      284 0 4,093 1,649 69

足利市休日夜間急患診療所 74 1,574 583)(        99 0 707 204 46

36,672 15,399)(    1,303 18,396 4,944)(    11,476 4,706 384 1,135 194

(注) １　日数は平日夜間、休日昼間、休日夜間の合計

２　(　)書は小児患者分であり、内数

３　延患者数は歯科分を除く

両 毛

合　　　　　計

延患者数
日数 延患者数

塩 谷 238 4,766

地区名

在宅当番医制 在宅当番医制（対前年）

施　　　設　　　名 日数
延 患 者 数

日数 延 患 者 数 日数

1,559)(    2 166 1,069 257
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地域で不足する医療機能
１．夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制（患者数）
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地域で不足する医療機能
２．在宅医療の提供体制（訪問診療・往診）
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地域で不足する医療機能
３．公衆衛生に係る医療提供体制（定期予防接種（子ども）・学校医）
定期予防接種（子ども）協力医療機関

郡市医師会 眼科
耳鼻咽
喉科

整形外科 精神科 内科 総計

宇都宮市医師会 127 121 3 3 152 406
塩谷郡市医師会 21 22 2 41 86
下都賀郡市医師会 53 53 1 79 186
佐野市医師会 23 30 39 92
小山地区医師会 59 56 1 109 225
上都賀郡市医師会 63 29 1 98 191
足利市医師会 44 44 1 43 132
那須郡市医師会 65 42 113 220
南那須医師会 15 15
芳賀郡市医師会 23 20 3 62 108
獨協医科大学医師会 8 2 1 11
総計 486 419 5 10 752 1672

市町名 協力病院数 協力診療所数 総病院数 総診療所数
宇都宮市 14 185 32 382
足利市 6 38 12 87
栃木市 5 57 6 99
佐野市 2 36 4 81
鹿沼市 2 25 3 54
日光市 8 32 8 36
小山市 2 52 9 105
真岡市 3 31 3 55
大田原市 2 23 4 38
矢板市 2 15 3 14
那須塩原市 3 30 6 50
さくら市 1 14 2 21
那須烏山市 1 10 2 14
下野市 0 22 4 52
上三川町 0 11 1 13
益子町 1 8 1 9
茂木町 0 5 0 5
市貝町 0 3 1 4
芳賀町 0 4 0 6
壬生町 0 16 1 31
野木町 1 9 2 9
塩谷町 0 4 0 5
高根沢町 1 6 2 13
那須町 1 7 1 8
那珂川町 1 4 1 5

※県医師会資料から作成（令和５年度時点）

学校医就任状況

※協力病院及び協力診療所数：各市町ホームページ等の情報から医療政策課作成】
※総病院数及び総診療所数：令和５(2023)年度栃木県病院・診療所名簿の医療機
関数から保健所等、企業内診療所、介護施設等内診療所、健診施設等を除いた数】



ガイドライン改正を踏まえた対応（案）
（2） 医療機器の効率的な活用への取組

１－２ 外来医療計画の全体像
追加・変更事項 対応（案）

医療機関のマッピング （地図情報として可視化）に関する情報等、開
業に当たって参考となる情報についても把握・整理・分析し、外来医療計
画において明示することとする。

▶
厚労省から提供される
データを使用して、地域
医療担当でマッピング
データを作成する。

６－１ 医療機器の効率的な活用に関する考え方
追加・変更事項

医療機器の効率的な活用に資する施策として、地域の医療ニーズを踏
まえた地域ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標を作成し、医療
機器を有する医療機関をマッピングした上で、新規購入希望者に対して
これらの情報を提供しつつ、外来医療に関する協議の場等を活用し、医
療機器の共同利用（対象となる医療機器について連携先の病院又は診
療所から紹介された患者のために利用される場合を含む。）等について協
議することとする。
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ガイドライン改正を踏まえた対応（案）
（3） 地域における外来医療の機能分化及び連携の取組

１－２ 外来医療計画の全体像
追加・変更事項 対応（案）

患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十分得られず、
また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外来患
者が集中し、患者の待ち時間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生
じていることから、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に
活用する外来（紹介受診重点外来の機能に着目し、当該外来医療を
提供する基幹的な役割を担う意向を有する病院又は診療所として、紹介
受診重点医療機関を明確化することとした。

▶

紹介受診重点医療機
関の一覧及び紹介受診
重点外来の実施状況を
県ホームページで掲載す
る。（一部対応済み）

７ 外来機能報告
追加・変更事項

地域の医療機関の外来機能の明確化や連携状況を可視化し、患者に
よる医療機関の適切な選択を支援することを目的に、外来医療計画に紹
介受診重点医療機関となる医療機関の名称に加え、外来機能報告で把
握可能な、紹介受診重点外来の実施状況等の情報を新たに盛り込むこ
ととする。
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参考 紹介受診重点医療機関リスト（令和５年７月１日公表）


